
資 料   ３ 

番号 対象事業等の名称 所管課名 事業の内容 市民参加手続の種別 周知・募集方法
見込参加者数

（委員は定員数）
開催時期
及び回数

参加者数等（延べ） 工夫した効果
市民参加手続の実施に際

し　工夫したこと
市民参加の達成度 市民参加の達成状況 備　　考

市民意見公募手続
・広報紙への掲載
・ホームページへの掲載
・ポスター掲示

１０月
１回

１０月１５日～
１０月３１日

提出者５人
提出数５件

効果は感じられた

市民の目線に触れるとこ
ろにＡ１サイズのポス
ターを設置した。（４ヶ
所）

課題はあるが、
達成できた

プロポーザルにおいて選
定した業者の提案により
ポスターセッションを実
施したが、少数意見で
あった。市民参加を得ら
れるような手法について
は、他課、他市等で行っ
ている手法を参考に取り
組んでいきたいと考え
る。

審議会等手続
・ホームページへの掲載
・行政資料室への掲示

８月
１回

委員１０人 8月25日 ８月２５日　　９人

市民意向調査手続 ・直接郵送
１５歳以上の市民
２，０００人
（無作為抽出）

８月１２日～
９月２８日

８００人
回答率４０．０％

効果は感じられた

わからない回答は飛ばし
ても良いという一文を加
えたので、設問の多い市
民意向調査だったが４
０％の回収が出来た。

十分に達成できた

市民の通信環境の状況な
どが把握でき、情報化計
画の策定に有意義な内容
だった。

市民意見公募手続
・広報紙への掲載
・ホームページへの掲載
・支所、出張所掲示

２月
１回

審議会等手続
・ホームページへの掲載
・行政資料室への掲示

委員１０人 7月29日 ７月２９日　８人

市民意見公募手続
・広報紙への掲載
・ホームページへの掲載

１月
１回

１月１７日～
１月３０日
閲覧期間予定

審議会等手続
・ホームページへの掲載
・行政資料室への掲示

３月
１回

委員４人 ３月予定 ―

市民意見公募手続
・広報紙への掲載
・ホームページへの掲載

８月
１回

８月３日～
８月１６日

提出者３人
提出数２０件

効果は感じられた

パブリック・コメントの
実施に際し、閲覧場所に
貸出用資料を設置したこ
とにより、市民参加の機
会の拡大は図れた。

十分に達成できた

パブリック・コメントで
いただいた件数が前回を
上回り、その意見を計画
に反映することができ
た。

審議会等手続
・ホームページへの掲載
・行政資料室への掲示

４月、６月、１０月
３回

委員１５人
４月２６日
６月２４日
１０月２４日

４月２６日　１５人
６月２４日　１５人
１０月２４日　１２人

市民意見公募手続
・広報紙への掲載
・ホームページへの掲載

１２月
１回

１２月６日～
１２月１９日
閲覧期間予定

審議会等手続
・ホームページへの掲載
・行政資料室への掲示

１１月、１２月
２回

委員１２人

行政管理課

今後の人口減少や更なる高齢化の進展、厳
しい財政状況等を踏まえたうえで、公共施
設及びインフラ資産の老朽化に対応し、今
後も適切に市民サービスを提供し続けるた
め、長期的な視点をもって公共施設及びイ
ンフラ資産の総合的かつ計画的な管理を推
進することを目的に策定する。

８月
１回

市民安全
課

交通安全対策基本法の定めるところによ
り、県が策定する第１０次千葉県交通安全
計画に基づいて策定する。

2
印西市第４次情報化計画の策
定

情報管理課

インターネット等の情報通信技術の活用に
よる豊かで活力のある地域社会づくりを進
めるため、電子自治体の実現に向けて取り
組んでおり、高度化する情報化社会に適応
した的確な施策を、総合的かつ計画的に展
開するため策定する。

3
都市再生整備計画（木下駅周
辺地区）【事後評価原案】の
策定

平成２８年１０月３１日現在

７月
１回

ふるさと
づくり推
進課

都市再生整備計画（木下駅周辺地区）【事
後評価原案】の作成過程において、情報を
広く市民等に対して提供し、意見または提
案を述べることができる機会を確保するこ
とにより、市民の市政への積極的な参画を
推進する。

4
第１０次印西市交通安全計画
の策定

印西市犯罪被害者等支援条例
の制定

市民安全
課

犯罪被害者等基本法により、国との適切な
役割分担を踏まえて、犯罪被害者等を支援
するための施策の基本事項を定める条例を
制定する。

5

開催予定時期
及び回数

平成28年度市民参加手続の実施状況と実施予定【中間報告】

1
印西市公共施設等総合管理計
画の策定
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番号 対象事業等の名称 所管課名 事業の内容 市民参加手続の種別 周知・募集方法
見込参加者数

（委員は定員数）
開催時期
及び回数

参加者数等（延べ） 工夫した効果
市民参加手続の実施に際

し　工夫したこと
市民参加の達成度 市民参加の達成状況 備　　考

開催予定時期
及び回数

市民意向調査手続
・広報紙への掲載
・ホームページへの掲載
・対象者への通知

①５月～６月
②７月～８月

①２０歳以上の市
民　３，０００人

（男女
１，５００名
無作為抽出）

②民生委員・児童
委員　１２９人

①５月３１日～
６月１５日

②７月１５日～
８月５日

①１，５３９人
回答率５１．３％

②１０６人
回答率８２．２％

効果は感じられた

アンケート調査内容につ
いては、関係課や策定委
員に意見を求め、調査結
果から課題等抽出できる
よう検討を重ね決定し
た。
　礼状兼督促状を送付
し、アンケートへの回答
を促した。

十分に達成できた

市民アンケート調査回答
率が５１．３％と見込み
の回収率を上回る回答率
で市民の地域福祉に対す
る関心の高さが感じられ
た。

市民意見公募手続
・広報紙への掲載
・ホームページへの掲載
・ポスター掲示

１月
１回

１月１７日～
１月３1日
閲覧期間予定

市民会議手続 ・個別通知
８月、９月

８回

８月２４日
９月６日
９月７日
９月８日
９月９日
９月１２日
９月２１日
９月３０日

８月２４日　１３人
９月６日　１４人
９月７日　１４人
９月８日　１４人
９月９日　３２人
９月１２日　１０人
９月２１日　　２３人
９月３０日　１５人

審議会等手続 ・ホームページへの掲示
８月、１１月、１２

月、２月
４回

委員１５人 8月26日 ８月２６日　１１人

１１月１１
日、
１２月２２
日、
２月開催予定

市民意向調査手続
・広報紙への掲載
・ホームページへの掲載

３月
１回

４，７００人 ３月上旬予定

審議会等手続 ・ホームページへの掲載
１月
１回

委員２０人

市民意向調査手続
・広報紙への掲載
・ホームページへの掲載

１月
１回

未定 １月下旬予定

審議会等手続 ・ホームページへの掲載
１１月
１回

委員１２人
１１月１６日
開催予定

9
印旛高校跡地幼保連携型認定
こども園に関する市民説明会 保育課

印旛高校跡地において、民設民営による幼
保連携型認定こども園を新設する。開園時
期は平成２９年４月を予定。

市民説明会手続
・広報紙への掲載
・ホームページへの掲載
・チラシ配布

７月
１回

7月31日 ７月３１日　１２４名
十分に効果があっ

た
保護者が説明会に参加し
やすい環境を作った。

十分に達成できた 参加者が多かった。

市民会議手続 ― 委員１５人 10月21日 １０月２１日　１１人
課題はあるが、
達成できた

委員から多角的な意見を
聴取することができ、環
境白書の作成に反映でき
た。

審議会等手続 ― 委員１２人 10月21日 １０月２１日　１０人

市民意見公募手続
・広報紙への掲載
・ホームページへの掲載

１月
１回

１月６日～
１月１９日
閲覧期間予定

審議会等手続 ・ホームページへの掲載
１２月、１月

２回
委員１３人

１０月・１１月
２回

10

市内の環境に関する各種データ及び環境基
本計画の進捗状況等を市民等に公表するも
のとして取り纏めた「環境白書」を作成す
る。

第７期印西市高齢者福祉計画及び介護保険
事業計画は、高齢者が要支援や要介護状態
になっても可能な限り住み慣れた地域で、
安心して暮らすことが出来るよう策定し、
「介護・予防・医療・生活支援・住まい」
のサービスを一体化して提供していく「地
域包括ケアシステムの構築」に向けて、高
齢者施設、介護保険事象を推進していくた
めのものである。

7

8

１０月・１１月
２回

環境保全
課

障がい福
祉課

障害者基本計画は、障害者基本法第１１条
第３項に基づき、市における障害者に対す
る総合施策を定める基本計画として、障害
福祉計画は、障害者総合支援法第８８条第
１項に基づき、障害福祉サービスなどにつ
いて、見込量の数値目標や方策などを掲げ
る計画として策定する。

6 印西市地域福祉計画の策定
社会福祉
課

印西市地域福祉計画は、社会福祉法第１０
７条に基づき、印西市基本計画の福祉分野
に関連する施策を具体化していく計画で、
市は、市民、社会福祉協議会等関係機関と
行政が一体となり地域福祉を推進するた
め、本計画を策定。

クリーン
推進課

大規模な地震災害や水害は、がれき等の廃
棄物が他の災害に比べて大量に発生するほ
か、交通の途絶等に伴い一般ごみについて
も平常時の収集・処理を行うことが困難と
なる。事前に大規模災害の発生に備え、建
物被害のがれきや避難所等からのごみ・し
尿問題等の対策を講じるため、平成１９年
１２月に策定した「印西市震災廃棄物処理
計画」（印旛地区、本埜地区を含んでいな
い）を改訂する。

第７期印西市高齢者福祉計画
及び介護保険事業計画

介護保険
課

印西市障害者基本計画及び
印西市障害福祉計画

環境白書の作成

11
印西市災害廃棄物処理計画策
定の改訂
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番号 対象事業等の名称 所管課名 事業の内容 市民参加手続の種別 周知・募集方法
見込参加者数

（委員は定員数）
開催時期
及び回数

参加者数等（延べ） 工夫した効果
市民参加手続の実施に際

し　工夫したこと
市民参加の達成度 市民参加の達成状況 備　　考

開催予定時期
及び回数

市民会議手続 ― 委員１７人
５月１３日
７月１５日
９月３０日

５月１３日　１２人
７月１５日　１３人
９月３０日　１７人

十分に効果があっ
た

公募での募集と、懇談会
での意見が偏らないよ
う、各地区の町内会理事
へ委員の推薦を依頼し
た。

課題はあるが、
達成できた

庁内選出の印西市景観計
画等策定庁内会議作業部
会と合同でワークショッ
プを開催し、様々な視点
から意見交換ができた。

審議会等手続 ・ホームページへの掲載 委員１６人 6月17日 ６月１７日　１４人

市民意見公募手続
・広報紙への掲載
・ホームページへの掲載

２月
１回

２月１日～
２月１５日
閲覧期間予定

審議会等手続 ・ホームページへの掲載
１１月・１２月

２回
委員１０人

市民意向調査手続 ―
７月～９月

１回

①幼児・児童・生
徒の保護者
１，５０３人
②一般市民
１，５００人
③関係団体
１０２団体

７月６日～
９月９日

①１，１５８人
回答率７７．０％

②６６０人
回答率４４．０％

③６５団体
回答率６３．７％

効果は感じられた

幼稚園、小・中学校に通
学する児童生徒等の保護
者に対するアンケート調
査を幼稚園及び学校を通
じて配布・回収したの
で、コストも低く済み、
回答率も良く多くの保護
者からの意見を頂けた。

課題はあるが、
達成できた

一般市民及び関係団体か
らのアンケート調査を通
しての幅広い意見等は
「印西市教育振興基本計
画」を策定していく上で
の資料とし、今後の教育
の方向性を示す参考とな
る。また、公募委員を始
め、大学教授等の学識経
験者としての意見、関係
団体の意見など、それぞ
れの委員から多角的な意
見を聴取することができ
た。

審議会等手続 ・ホームページへの掲載 委員１２人 8月4日 ８月４日　９人

市民意見公募手続
・広報紙への掲載
・ホームページへの掲載

９月１日～
９月１５日

提出者３人
提出数１３件

効果は感じられた

基本方針の素案の他に、
基本方針策定の趣旨と実
施要領をまとめた掲示物
を作成し、多くの市民か
ら意見をいただけるよう
にした。

十分に達成できた
パブリック・コメントで
多くの意見をいただくこ

とができた。

審議会等手続 ・ホームページへの掲載 委員６人 10月31日 １０月３１日　６人

16
印西市子ども読書活動推進計
画（第三次）

生涯学習
課

印西市子ども読書活動推進計画（第三次）
は、「子どもの読書活動の推進に関する法
律」に基づき、国の「子どもの読書活動の
推進に関する基本的な計画（第三次）」及
び「千葉県子どもの読書活動推進計画（第
三次）」を基本として、第二次計画の実績
及び市の子ども読書活動推進の実状を踏ま
えて策定し、計画に掲げた施策を進める。

市民意見公募手続
・広報紙への掲載
・ホームページへの掲載

２月１日～
２月１４日
閲覧期間予定

９月
１回

15
印西市学校適正規模・適正配
置基本方針の策定

学務課

子ども達のより良い教育環境の整備と教育
の質の向上を図るため、印西市学校適正配
置審議会からの答申等を踏まえ、印西市立
小中学校適正規模・適正配置基本方針を策
定する。

12 印西市景観計画等の策定 都市計画課

　印西市の景観についての資源や色彩等の
基本的な景観に寄与または影響するものを
調査する「印西市景観基礎調査」、印西市
の景観まちづくりに関する施策の指針とな
る「景観基本計画」、景観法の規定に基づ
き、都市景観形成施策の総合的な計画とな
る「印西市景観計画」を策定し、また、景
観条例（案）の制定、及び景観形成推進に
資する景観計画ガイドライン等の作成を行
う。 ６月・１１月・２月

３回

13
印西市水道事業経営戦略の策
定

水道課

　公営企業の経営戦略については、概ね１
０年以上の期間において、施設整備に必要
な投資額と水道料金等の収入額のバランス
を保ち運営していくための経営に関する計
画であり、平成２８年度中の策定を目指し
ている。

14
印西市教育振興基本計画（学
校教育編・生涯学習編・文化
芸術編・スポーツ編）の策定

教育総務課

「印西市教育振興基本計画」は、教育基本
法に基づき、たくましく生きる子どもたち
を育成する学校教育や全ての市民の教育環
境を図り、学習や活動成果を活かして互い
に地域社会に参画する本市の生涯学習社会
の構築を目指し、学校教育、生涯学習、ス
ポーツ、文化芸術分野を包括して市全体の
教育の方向性を示すものである。

８月・１２月・３月
３回

１０月
１回

５月・７月・
９月・２月

４回

※NO２『印西市第4次情報化計画の策定』の＿は追記箇所

２月
１回


